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桃尾・松尾・難波法律事務所 独占禁止法プラクティス・グループ
［独禁法セミナー 第2回］

「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続について」

桃尾・松尾・難波法律事務所主催
令和2年7月28日（火）14：00～

丸ビルホール＆コンファレンススクエア（Room4）
桃尾・松尾・難波法律事務所アドバイザー 南部 利之
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1. 立入検査
（1）立入検査開始時の説明及び立入検査の対象範囲

・身分を示す審査官証の提示、行政調査の根拠条文（独占禁止法第４７条），事件名，違反被疑事実の要旨，関係法条等記載の告知書交付。

・事業者等の営業部門，経理部門など，審査官が事件調査に必要であると合理的に判断した場所。従業員の居宅なども含まれる。

（2）物件の提出及び留置

・提出命令を行った上で，物件の原物について，現状のまま提出を命じ、預かる（留置）。

・サーバ，クライアントＰＣ等に保存された電子データについては，原則としてそれらを複製・保存した記録媒体の提出を命じる。

・提出命令の際，対象物件の品目リスト（品目録）を作成。物件標題，所在場所、所持者，管理者等を記載して特定。留置に当たっては，提出

命令対象となった全ての物件について，検査場所の責任者等の面前で一点ずつ提示し，当該留置対象物件品目録の記載との照合を実施。

・留置の必要がなくなった場合には、速やかに還付。

（3）提出物件の閲覧・謄写

・立入検査当日，日々の事業活動に用いる必要があると認められるものについて，提出物件の謄写の求めに応じる。

・立入検査の翌日以降，提出物件（留置物）の閲覧・謄写可。謄写方法は，事業者等所有の複写機，デジタルカメラ，スキャナー等。

（4）立入検査における弁護士の立会い

・立入検査の円滑な実施に支障がない範囲で弁護士の立会いは可。ただし，弁護士が到着しないことを理由に立入検査を拒むことは不可。
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２．供述聴取
（1）供述聴取に関する手続

ア 任意の供述聴取

・審査官等が予め聴取対象者の都合を確認。都度，任意の供述聴取である旨を説明した上で，同意を得て行う。

・事案の実態解明のため，自らの経験・認識に基づいて事実の供述を求める。任意の供述聴取に協力を得られない場合，審尋手続に移行。

イ 審尋

・審尋を行う都度，審尋対象者に，法的根拠，出頭すべき日時・場所，命令に応じない場合の罰則について記載された出頭命令書を送達。

・審尋開始に当たり，審査官は，陳述をしない又は虚偽の陳述をした場合には罰則が適用されることがある旨を説明。

（2）供述聴取時の留意事項

・供述聴取時における弁護士を含む第三者の立会い（聴取の適正円滑な実施の観点から依頼した通訳人，弁護士等は除く。），供述聴取過程

の録音・録画，聴取中のメモ（審査官等が聴取の適正円滑な実施の観点から認めた書き取りは可。）は，事案の実態解明の妨げになるおそ

れがあるので、認められず。調書作成時における調書の写しの交付は行わず。
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（3）聴取時間・休憩時間

・供述聴取は，原則として１日につき８時間まで（休憩時間を除く。）。８時間を超える場合には同意を得る。

やむを得ない事情がない限り，深夜（午後10時以降）に及ぶ聴取は行わない。

・聴取が長時間となる場合，休憩時間を適時適切に確保。休憩時間には，原則として聴取を受ける方の行動は制約されず。指定された休憩時間

内であれば，弁護士等の外部の者と連絡を取ることや記憶に基づいてメモを取ることは妨げらず。

・ただし，休憩時間に聴取者が他の事件関係者と接触して，供述内容の調整（口裏合わせ等）が行われるなどのおそれがあるときは，審査官等

が付き添うことあり。

（4）調書の作成・署名押印の際の手続

・任意の供述聴取の際，必要があると認めるときは，供述調書を作成。審尋を行った際，必ず、審尋調書を作成。

・供述調書・審尋調書は，速記録のように、聴取内容を一言一句録取するものではない。聴取内容のうち，事案の実態解明に向けて，当該事件に

関係し，かつ，必要と認める内容について，録取して作成するもの。

・供述調書・審尋調書を作成した場合，聴取者に，審査官等が読み上げる調書の内容を聞く，又は調書を自ら読むことにより，その記載に誤りが

ないかどうかの確認を求め、誤りのないときは，署名押印をいただく。

・調書の記載に誤りがあれば，自ら供述した内容についての増減変更（調書の記載の追加，削除，訂正）の申立てが可能。審査官等は、その申立

ての内容を調書に記載し又は該当部分を修正し，署名押印をいただく。
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